
います。

4ページロに行つていただきまして、施設長、リーダーの段階におきましては、19年 の法改正の

ときに専門介護福祉士についての検討を進めることという指摘をいただいております。そのことに

ついてどう考えていくか。

また、2つ 目の丸、施設長や管理者の方々の資質向上はどのようにして考.え ていくのかという論

点があろうかと存 じま
:す

。

最後t5ページロでござぃます。

論点であるかないかも含めての御意見を賜ればと思っておりますが、各資格・研修制度の互換性

を高めて、段階的にキャリアアップしやすい仕組みをどう考えていくのか。

またt各資格・研修制度とは別個に位置付けられている、ここでは認知症研修などを念頭に置い

ておりますけれども、個男1の テーマ研修があろうかと思います。こうしたものと、各資格・研修制

度の関係をどう考えていくのか。

また、介護に関する知識や技術が適切に身に付いているかどうかを確認する評価をどのようにし

ていくのか。国家試験であれば試験がありますけれども、その他ではどうするのかという点があろ

うかと思います。

また、研修そのものに対する視点が若干ずれますが、積極的に実習生を受け入れまして人材の育

成に取組んでいただいて、大変貢献いただいている実習施設があるところでございます。そういつ

たところをどう位置付けを考えるのか、考えないのか。

それからt働きながらキャリアアップしていくことを支援するための制度的対応について考えら

れるかどうかということです。そうした幾つかの論点があろうかと思いますので、こういつた点に

ついて忌憚のない御意見をちょうだいできればと思つています。

最後、資料 6、 実はこの場で専門的な観点からの委員の先生方の御意見を賜ることとしておりま

すほかt国民一般あるいは現場の介護職員の方々からの御意見を賜 りたいということで、ホームペ

ージにおきまして介護福祉士の資格取得方法の見直 しに関 しまして御意見募集をさせていただい

ております。  .

この資料の上では、 3月 18日 締め切 りになっていたかと思いますが、実のところ、 4月 4日 ま

で延長させていただいております。資料の上で直つておりませんで、失礼 しました。4月 4日 まで

延長の上、御意見の募集をさせていただいております。まとまりま した暁には、こちらの検討会の

場でも御説明申し上げたいと思つています。

そのほか、参考資料としまして、労働関係部局も含めました福祉・介護人材確保対策関係予算の

資料を並べさせていただいております。恐縮ですが、後ほどごらんぃただ くということで、この場

における資料の説明は省略させていただきたいと思います。長きにわたりました。失礼いた しまし

た。

○駒村委員長 資料の説明、どうもありがとうございました。

それでは、本日は現在の介護分野が抱える人材養成の課題を共有 したいと思います。ただいま事

務局より説明があつた資料 5を 中心に、各委員の御認識、お考えをそれぞれ御発言いただきたいと

，
“



存じます。なお、時間の都合もありますので、各委員 3分程度でお願いできれば幸いに存じます。

順番ですが、お手元に名簿があると存じますので、恐縮ですけれども、この名簿の順でお話しい

ただければと思います。よろしいでしょうか。

(「 はい」と声あり)

O駒村委員長 では、石橋先生からお願いいたします。

O石橋委員 早速でございますけれども、今後、介護人材をどのように育成していくかということ

を議論するのであれば、まず今、介護の現場ではどのような介護が求められているかということを

きちんと明らかにし、現場で求められる介護ができる、よりよい介護サービスができる介護職員の

養成というのをきちんと念頭に置いて議論を進める必要があると思います。

特に、介護は 20年前と比較すると、介護保険法の施行などによつて、、尊厳ある介護とか自立に

向けた介護、個別ケア、また予防からターミナルまで非常に幅広い介護もありますし、小規模多機

能やユニッ トケアな ど、新たな介護サー ビスも含まれてきています し、このよう
.に

介護の領域は非

常に広 くヽまた高度化 してきていることか ら考 えれば、今、求め られている介護職 員の質 とい うの

は非常に高 いものだ と思 つています し、また質の高い介護人材を養成するということは、ひいては

介護サニ ビス を利用す る人のためであるとい うことを念頭 に置 く必要があるのではないか と思 い

ます。

そのような介護人材 というのは、一朝―夕にできるわけではな く、それな りの年数・時間をかけ

て育ててい く必要があると思います し、19年度、先ほど説明があ りま した社会福祉士及び介護福祉

士法改正は、そのよ うな観点で見直 しが図 られていることだと認識 してお ります 。

なお、養成校に入学 して介護福祉士 を目指す コニスであれば、その養成施設卒業時に、先ほど資

料もあ りま したがこ到達 目標 というものが示 されてお り、その 目標に向か つて学生は しっか り学ん

でいくということがあ りま して、更に資格取得後は 12項 目、目指す介護福祉士像 というものがあ

りますけれ ども、その道筋がきちんと示 されてお り、資格取得後もその 目標に向か つて望ま しい介

護ができるように研 さん してい くという、介護職の進むべき道筋の全体像が示 されているところで

あります。 これは、介護人材養成 を考 えるときに非常に参考になるのではないか と思 っています。

したがつて、介護の現場から学ぶ新入介護職員についても、段階的な到達目標 というものをきち

んと決めて、最終的にその目指す 12項 目を達成できるように研修を体系的に行 うべきだと考えま

す。また、そのプロセスというのは、単に研修というものだけではなくて、一定の基礎教育も必要

であり、その教育の中で将来伸びていくための種をしつかり植え付けていくことが必要であり、そ

れなりの学ぶ時間も必要だと思つてお ります。

最後に、介護人材確保対策においては、その間口を広げるのも大切かもわか りませんが、幾ら間

口を広げても、す ぐやめていくというのでは意味がありませんので、いかに介護の現場で定着率を

高めていくかということが最重要課題ではないかと思います。そのためには、将来の道筋を示すキ

ヤリアパス、キヤリアラダーの仕組みを構築するということ。それから、その研修を受講する際の

費用と時間などに対 して、経営者とか行政が支援を行う。更には、介護職員の賃金の向上を含めた

待遇面の向上などの介護労働環境の改善 と介護職の社会的評価の向上が何よりも重要だというこ
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とを最後に申 し添えたいと思 つてお ります。

○駒村委員長  どうもあ りが とうございま した。

では、因委員にお願 い したいと思います。

○因委員 私 は、日本ホームヘルパー協会の因 と申 します。私 ども日本ホームヘルバー協会 という

のは職能団体で、自ら介護の、質を向上 させ よう、そ してそれをもって社会的評価を得 ようというこ

とでつ くつている団体です。私 自身はベルバー を 20年 しま して、その後、訪間介護員養成研修や

4年制大学で介護福祉士の養成等に携わうてまい りま した。そ ういう立場か ら、この委員会に参加

させていただ こうと思 つているところです。

私 ども、先ほ ど言いま したように、介護職の介護の質の向上ということを目指 してお りますので、

研修等を行つているわ けですが、研修の機会のないパー トや登録 さんたちが、この業界、訪間介護

事業の大体 7割か ら8割 おられます。その方たちの研修の機会が余 りないということで、全国いろ

いろなところの要望にこたえる形で出前研修等を行 つているところです。そ ういう研修等の機会を

通 じて、いろいろな意見を聞き取 つてきてお りますので、この委員会等でも反映 させていけた らと

思つているところです。

まず、基礎研修ですが、私の所属 している団体でも基礎研修 を 2回行いま した。受講生は、大変

敏感にメ リッ トを探 しています。実際、基礎研修 を受講す る人はほとん どいません。 1け たです。

5名 とか 6名 の人を職能団体の務め として後輩育成ということをやってお りますけれ ども、全 く採

算が合わないです。このメリッ トが どこにあるのかをきちつと考えていかないと、この基礎研修 と

いうのは成 り立たないのではないか と思つてお ります。

それか ら、600時間の問題ですが、基礎研修に しても、600時 間に しても、メリツ トが見えない

限 りは介護職が これに挑戦 しようとしないのではないか と思つています。どういうことかというと、

多 くの時間や多 くの費用を使 つて国家資格 を取 ろうとするプロセスがあるわけですが、その先に魅

力ある職場がなければ、いろいろな負担を強いて取ろうとは しないと思つています。昨年 4月 、報

酬改定が行われ ま して、秋には処遇改善交付金が支給 されま した。こういうことをもうと、現場を

変えるということで努めていただければ、資格 を取 つた先に魅力ある職場 ということで、研修 を受

ける方々も増 えていき、資格取得する方も増 えて くるかなと思 つてお ります。

私 どもの統計、アンケ=卜 調査等では、これは訪間介護員ですが、魅力がないのでやめたいと答

えている人がいまだに 4割 います。それか ら、この仕事に将来性を感 じない人が 6割 います。これ

は大変な問題だろ うと思 つています。まず訪問介護に関 していえば、パー トや登録が フ割～ 8割 を

占める。ここが今回の国家資格を取るときに、どのように動いてい くのか。よほど魅力がないとと

いうことを考 えてお りますので、一緒に検討 させていただきたいと思 つてお ります。以上です。

○駒村委員長  どうもあ りが とうございます。

続 けて、河原委員にお願 い したいと思います。

○河原委員 日本介護クラフ トユニオ ンの河原 と申 します。労働組合でございます。現在、約 6万

人の組合員がお りま して、常勤、非常勤、事務員の方もケアマネジャーの方も、それか ら新人もベ

テランの方も、すべて私たちの組合員で一緒に頑張つてお ります。今 日は、労働組合 という立場で
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ございますので、多少どろどろとした発言もあるかもしれませんけれども、御了承いただきまして、

できる限 り現場の人たちの意見を尊重 しながらお話 しをさせていただきたいと思つております。

この 10年間、今日もサービスの質の向上、それから人材の質の向上ということで、ずつと言わ

れ続けてまいりました。私などは、この言葉は、私どもの組合員のサービスの質が悪い、それから

人材の質もなつていないと批判されているような気が していました。しか し、批判されている割に

は、サー ビスの質とは一体何なのか。求められる人材の質とは一体何なのかということの議論がよ

く聞こえてこなかつたということがあつたかと思います。

言葉はよくないですけれども、あめとむちみたいな関係で、現場は求め られるものはすごく大き

くて、処遇はかなり低いということでございます。これは、労働組合の立場からすると、質の向上

ばか り求められて、では、人材として養成された暁には、言葉は悪いですけれども、一体どれだけ

の見返 りがある0か ということも言いたいところでございます。処遇的なものがどこかで担保され

ていないと、現.場 の方たちは能力のアップを志 しますけれども、なかなか前に進まない、上に行か

ないという現実も確かにあるのではないかと思います :

私は、許されるのであれば、大胆ですけれども、介護職員基礎研修、それから 600時間、この制

度やいろいろなものがだんだんややこしくなつてきて、複雑化 している。私は現場の意見をいろい

ろ聞いていると、600時i間 も 500時 間の基礎研修も要 らないのではないかという意見でございます。

大胆で大変恐縮なのですけれども、私は 2級 という一つの登竜門を更に高度にしてそこから現場に

入 りなが ら、いろいろな研修・教育を働きながら受けるシステムを充実 していつた方が、より現実

的だと思います。今の 600時間、500時 間では、人材の不足はずつと続 くと私は思つております。

それと、我々の働いているメンバー、介護職員の人たちというのは、一体だれの財産なのか。資

質を向上すれば、それは自分のものなのか、業界のものなのか、あるいは公共の宝なのかというた

視点も、 1つ私は大切ではないかと思います。私は 3、 2、 1で 、 3が公共の財産であり、2が業

界の財産であり、 1が個人の財産。これは介護保険制度という国の制度のもとで働いておりますの

で、そういった見方を一つしたいと思います し、そういった見方がで|き るのであれば、どこがどの

ように力を入れていくのかということがはっきりするので |まないかと思います。

最後でございますけれども、おやっと思つたのは、資料 5の 4ページの丸の下ですけれども、施

設長や管理者の資質向上についてどのように考えるかという文言がございました。これは、専門介

護福祉士との関係みたいなことで事務局の方は御説明いただきましたけれ ども、実は結構大変な問

題でございまして、現場では管理者の教育 というもののレベルがいますつどうなのかなということ

があります。             :

何が言いたいかといいますと、私たち組合のアンケー トでございますけれども、一番の離職の原

因は賃金 とか処遇のことでございます。 2番 目が人間関係です。人間関係で何があるかとい うと、

上司との関係、なかんず く管理職あるいは所属長という関係が非常に多くて、ここがなかなか教育

されていないという現実があり、管理職のマネジメン トカの不足が結構いろいろなものを邪魔 して

いるということがわか ります。

1し か し私は、管理職の方に逆に味方 しています。10年間という短い歴史の中で、現場では恐 らく
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人がいないか ら、常勤だか ら、介護福祉士の資格 を持 つているか らということで、す ぐリーダーで

あり管理職 に充て られ ると思います。恐 らく管理職の方はいろいろやつてい らっしゃると思います

けれ ども、管理職に充て られたまま放 つた らか しという現実が私はどこかであると思います。管理

職の方 も迷惑です し、それか ら管理職のもとで働 いていらつしゃる方のモチベーシ ョンにも影響 し

ているということで、管理職の教育のあり方というのも、本テーマの本筋ではないかもしれません

けれども、どこかで頭に入れておかないと、違う展開になるのかなと思います。以上、私の意見で

す。

○駒村委員長 どうもありがとうございました。

続きまして、川原委員、お願いします。

○川原委員 小規模多機能型居宅介護事業所の川原です。小規模多機能、平成 18年の制度改定で

始まつたわけで、全国でまだ 2,300か 所程度の少ない事業所になつています。しかも、職員の数と

いうのは 1事業所大体 8人から12～ 13名 なので、非常に小さい事業所の中でやつているゎけです。

ただ、非常に高度なことが問われています。通い、訪間、泊まりということで、24時間の地域での

暮らしそのものを支えて,い くという非常に大変なことが間われているなと思つています。それにふ

さわ しい人材をどう確保 していくかというのは、実は私たちのところで非常に大変な状況になって

います。

まず、募集をかけても、小さいがゆえに人がなかなか集まつていただけないこともあります。

それから、入職いただいても、それを更にスキルアップさせていくのに外部研修とかを受けてい

ただけない。 1人抜ければ、もう現場が回らないということになります:ですから、研修を受けら

れるのは、どうしても管理者とかケアマネというレベルの方であって、現場の職員の方の研修は非

常に少ないということが現実です。

ですから、多様なことに対応 しないといけないような人材を今から育てないと、実は地域の中で

暮らすことができない。ですから、そういう中身を、特に地域での暮 らしということをどう確保 し

ていくかということが、 1つは大事なことではないのかなと思っています。

それから、現場で働いている方たちに研修を受けていただく。そのことは、人材確保の予算の中

で、研修を受けるための職員の配置ということが今回、補正の中で出されてきたりする中で少 しで

きるようになつてきましたけれども、そういうものがないと小規模な事業所は職員を出せないこと

になつていくのではないかと思っています。

働きながらということですけれども、夜勤・宿直も多いわけです。週のうち 1回 は夜勤 して、週

のうち 1回 は宿直 してという形で働いている現場の職員はいつぱいいるわけです。そういう方たち

が働きながら資格を取つていくというのは、なかなか難 しい。ですから、そういう方たちが資格が

取れる工面を是非しないと難しいというところです。

ただ、この資格については、資格を持つていながらも何も力にならないよねという評価をされた

ら、その資格をだれも取らせようという気にならない。事業者の団体でもあるので、事業者側から

しても、資格を取つたらきちんとしたことができる資格でないと、取らせても意味がないというこ

とになっていくのだろう思います。
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ですから、資格ということについて、数多く、と|=か く取らせればいいということではなくて、

資格を取うたら、ちゃんとそれにふさゎしぃ働き方ができる人をつくつていかないといけないのか

な。余りだれでもいいよとやっていけば、これ|ま すなわち、介護福祉士は全然力がなくても取れる

のだという話になつて、実際雇 う立場からも、余 り役に立たないから、そうでない人でもいいよと

いう話になっていくのではないかという気が していますじ

ですから、資格である以上、それをちゃんと誇 りにできるような資格に是非していただきたいと

思つています。以上です。        /

○駒村委員長 どうもありがとうございます。

北村委員にお願いしたいと思います。

○北村委員 日本在宅介護協会、北村と申します。よろしくお願い申し上げます。

今後の介護人材養成の基本的な方向性についてですが、先ほどから話 しがございましたとおり、

質の確保、そして介護労働市場の需給バランス、さらには資格取得のハー ドルも当然そうです し、

それからその費用の負担のあり方もあると思ってお ります。必要量の見込みの確保ということを考

えていくべきだろうと思つていまして、短期的ではなくて、もう少し中長期で、2015年 125年 と

いうさまざまなデニタも出していただいていますけれども、そういったものを考えながら、ビジョ

ンをどうしようか、考え方をどうしようかということに立っていただいて、グラン ドデザインを考

えていただきたいと思うています。

まず、至急見直すべき 2つ だけを申し上げたいと思います。

先ほどの資料 4の 4ページにあります、社会保障審議会の介護保険部会で、介護職員については、

将来的には基礎研修に一本化するという話になりまして、ここでホームヘルパー 2級の講座の受講

生とか、この事業をや りたい、就業 したいという方が一気に冷え込んでおります。逆に今、将来的

な不安がかなり大きくなつています。「ヘルバーが現場を支えている。」先ほどのデータでもござぃ

ましたように、この養成研修を仕事を始めるための第一歩として考えていただいて、介護を支える

ためには:ヘ ルパーが必要だというメッセージを明確に打ち出 していただきたいというのが 1つ 目

でございます。

2つ 目には、先ほどお話のあつた基礎研修の問題だと思います。今の受講生は、先ほどデータが

ありました。資料 4の ア、6,453名 ぐらい。こういった規模で考えますと、まだまだ明らかに介護

の仕事をする人にはそぐわない、需給バラシス上の問題があると思つています。これは当然廃止す

るか見直しをするかという方法と考えます。

それにあわせて、ホームヘルパー 1級 をどうしようかという話になると思つています。それも存

続するという方向で考えれば、もう一度新たな教育の考え方というものを整理すべきなのだろうと

思つている次第でございます。介護の上位職というのも́、今までさまざまな研究がされ、検討会も

実施されています。そういったものもあわせて、是非整理、簡素化 していただければと思う次第で

ございます。

次回には、そういつたものを整理させていただきながら、文書でもってお出しできればと思つて

いる次第でございます。以上でございます。                  1
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O駒村委員長 ありがとうございます。                          .

次に、是枝先生からお願いしたいと思います。

O是枝委員 私は、以前は介護という現場におりました。資格もなくというところです。そして、

途中から介護福祉士という資格ができて、そして第 1回 を受験 し、介護福祉士として特養で働いて

おりました。その後、制度がいろいろ変わ りまして、それと同時に転職や異動というものがありま

した。そ して、今は教育という場におります。

その中で一番考えて悩んできたものですが、それは 30年前だつたのですが、今日の資料 2の 、

介護職員が抱える利用者及びその家族の悩み、不安、不満等というところも同じなのだなと。利用

者に適切なケアができているか不安であるということ。それから、介護能力の向上に向けた研修と

いうものを望んでいるというのは、本当に変わっていないのだということを実感 しました。

そ して、介護という仕事は、個別です。そして、それは応用力なのです。基本があり、基礎があ

り、知識があり、基本的な技術があり、そして利用者さんがおられて、その状況に応 じて、それ ら

をいろいろ含めて総合的に判断 し、かかわつていくというのが介護だと思 うのですね。そうである

ならば、実際の現場で働 くというのは当然大事なことなのですけれども、その土台となる知識、技

術というものは、欠かすことはできない。それは、介護福IIL士 の実技免除講習などをしていてもよ

くわかるのですけれども、実際働いておられて、介護福祉± 3年以上、それで受験する。それなの

に、研修をしてみると基本がなかなかできていない。一定の援助はそれなりにできる。でも、それ

がなぜなのかということが非常に心もとない。

そこを考えると、安心 して働 く場にはならないし、ずつと働いていくということにもならないと

思います。それを解消するためには、確かに 600時 間、500時間、それから介護福祉士、時間はか

かるでしょう。でも、その基本がなければ安心 して働けないという介護の根幹でもあるということ

であれば、私はどんなに忙 しい職場であつても、仕事として行うとすれば、この教育というものは

欠かせない。そして、その 600時 間であり、基礎研修であり、それはそれぞれ工夫するということ

で考えていかないといけないのではないだろうか。

更には、若い人たちが一生働けるような青写真としてのキャリアアップ、キャリアパス、それか

ら労働環境、育児と仕事、そういうもろもろのことを一つずつ解決 しなければいけないと思います。

それは理想ではなく、現実的な解決として一つずつやつていくというのがいいのではないか。その

ために、まずはここでは教育というところから取組んでいつた方がよいのではないかと思つており

ます。以上です。

○駒村委員長 ありがとうございました。 |      、

次に、田中委員からお願いしたいと思います。

○田中委員 社団法人日本介護福祉士養成施設協会の代表で委員として参加いたしました。

私は、話をどういうふうに進めるかということで考えておつたわけですけれども、いきなリクラ

フ トユニオンの方が 600時間とか基礎研修は要らぬとおっしゃつたので、これは決 してクラフ トユ

ニオンのことを申し上げるのではなくて、いい介護福祉士を養成するということの視点で、まず触

れてみたいと思います。
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私たちは 422校で、 1学年、2万 2,000人 の定員がございます。残念ながら、求人は非常に多い

のですけれども、学生が 55%程 度ということで苦戦 しているということです。新 しいカリキュラム

が 21年度から発足いた しま した。これはどういうものかと申しますと、既にこの中には専門の先

生方がいらっしゃる.の で、釈迦に説法でございますけれども、これは生活機能という視点でもつて

自立を支援 していくという介護学を志向しているカリキュラムでございます。これは簡単な言い方

をしますと、人が生きていくための全体像というものを考えながら自立を支援 していく、そういう

介護学を 21年 度からやっていこうということで始まったわけでございます。

そのときに、これは新 しい概念なので、我々はどのように取組むかということで、数年間研究 し

てきま した。加えて、働きながら資格を取るということについて、学校がどう取組むのかというこ

とも真剣に考えました。そこで、働きながら資格をとることについて養成校が積極的に関わうてい

こうと大きく方針を転換いた しました。今、申しましたように、要 らないということでありますと、

それでいいのですけれども、この新 しい介護の概念で専門技術を持つた人が介護の現場に入ること

によって、極めて質の高い介護ができると信 じております。

そこで、今どういうことをやつているかと申しますと、もう既にこの 600時間については、働き

ながら資格を取るというシステムがほぼ完了しました。加えて、来年 3月 には、この働きながら学

ぶ方のテキス トもでき上が ります。非常にわかりやすくつくっていこうということでやつておりま

す。したがつて、このことについて、600時間が大変だという御理解があるようですけれども、そ

うではないのです。このコースをとつていただけると、より国家試験に合格 しやす くなる、より専

門技術が高くなるという視点で、実はこの教材開発もしてきたわけであります。

そういうことで、いささか 600時 間というものが現場にとって大変負担が大きいという受けとめ

方はございま しょうが、そうではない。例えばスクー リングにしましても、 1年間で 6日 間という

ことです。そういう形で1年間組みますと、これは非常に専門性が高まり、介護の質が高まるとい

うことで我々は考えてお ります。

この委員会の前の委員会が ございます。2006年のあり方委員会で、介護の質 というのは、その人

材が一番‐大事なのだしよい人材がいることがよい介護 を生むのだ とい うことを言 つているわけです 8

したが いま してtこの委員会 も人材の質を高めていくという視点に立 って、お互 いに知恵を出すべ

きだと思いますぎ学校も、現場が学びやす くて、そ して合格 しやすいということに変わ らなければ

ならないと思 っています。 どうか現場の質が高まるような、資格がよ り多くの方が取れるように、

皆さん と知恵を出 していきたいと思 つてお ります。以上です。

○駒村委員長 続けて、中尾委員にお願 い したいと思います。

O中 尾委員 中尾です。全国ホームヘルバー協議会会長をしております。並びに、小さい社会福祉

協議会の方で、現在ヘルパーをしております。管理者もしております。それで、ほかの先生とちょ

うと意見が違 うかもしれませんが、現場の声として私な りの意見を述べさせていただきたいと思い

ます。

先ほど2級の研修につぃてご意見がありましたけれども、実際に 2級の研修を私自身が受け持つ

ております。受講生は毎年多数いるのですけれども、その中で終了後の希望を尋ねますと、実際に
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ヘルバーとしてやつていこうという人は 1割 にも満たないです。それはどうしてかというと、結局

魅力がないのではないか。研修の中でよりやりがいがある仕事だ、現場はこうだということを訴え

続けてきて、もう何年もたつのです。それでも、ここ2～ 3年に関しては、特にその現状が厳 し〈

なつておりまして、なかなか現場についてくれる人がいないという現状があります。

私たちの職場でも、実際に募集 しましても、2年 ぐらい前までは 1回 の募集につきまして 4～ 5

人程度の人材は集まりましたけれども、今は 1名 か 2名 というところがあります。それで、この 2

級研修というものが実際的には人材確保につながつていない。なので、この 2級研修をより高度に

ハー ドルを上げて、介護基礎研修につなげていくというか、もう少し現場に即 した研修内容に持つ

ていつていただきたいというのが私の第 1の希望です。

2番 目の希望としましては、2級研修を全面否定 しているわけではないのですけれども、この 2

級研修に関して、現在、利用者さんのニーズが幅広 くなってきているのです。例えば相談業務であ・

った り、困難事例であった り、訪間拒否であつた り、いろいろな問題が現場では山積 しております。

そのことに対して、ある程度対応できるようなコミュニケーション能力、言いかえればソーシャル

ワニク的な能力というのでしょ―うか、そういつたところも研修に加えてみてはどうか。介護保険は

ケアマネがいらつしゃいますけれども、障害に関 してはケアマネがいません。そのケアマネジメン

トを私たち管理者なリサー ビス提供責任者が担っているわけです。

,そ ういつたところで、より深 くコミユニケーション能力、ソーシャルワーク的能力が求められて

います。そうしたことを考えて、介護基礎研修の内容を見てみますと、コミユニケーションに対 し

ての研修内容の時間がきちんと認められているところは評価 したいと思います。

それ と、働きなが らスキルア ップ研修 を続けていくというのは、現場はなかなか難 しいです。先

ほど諸先生方もおっしゃいま したように、私たちの現場でも参加できる者はごく一部であります。

事業者で自己努力はいた してお ります けれ ども、それも限 られた時間の中でいたす ことです。議論

はいろいろありますけれ ども、この研修 を受けられる体制の整備については、資質の向上、人材育

成の 目的か らいいま しても、研修内容の充実 とあわせて現場 ではがどん どん求め られ ているわけで

す。

是枝先生もおつ しやいま したけれ ども、介護現場においては、不安を抱えている介護職員が多 く

います。そういつた職員の不安 を少な くしてい くことが、よ リサー ビスの質の高い訪問介護 を将来

的に進めていくことにつながるのではないかと思 つてお ります。以上です。

○駒村委員長 次、馬袋委員にお願 い したいと思います。

O馬 袋委員 私 は、「民間事業者の質 を高める」全国介護事業者協議会の理事長 を してお ります馬

袋 と申 します。また、介護サー ビスの会社の社長 も してお ります。私 どもの団体は、全国で訪間介

護 を主体 とした中小の事業者の団体で、約 480社 の会員で構成 してお ります。

今 日、私がこち らの場所に出て述べるべきは、介護人材の確保 と経営の継続性 というところにつ

いて、どのように考えてい くか とい うところであろうと思 つています。今、議論 されている中で、

1つ 、質の高いというところが ございますが、人材の質の高いというの と、サー ビスの結果の質の

高いというものが混在 して議論 されているように思います。
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まず、利用者にとつて質の高いとは、結果、サービスをしてくれる人材もよく、サービスをして

くれる組織の仕事の仕方・結果も含めた一連の行為の価値をサービスの質として評価されるのでは

ないで しょうか。その面で、人材の質が高いというのは大半を占めますが、組織として人材をどの

ように高めるかということも重要なところであると思います。

私は仕事をしていて、人材の育成の中でこのように考えております。ヽ知識としての内容はしつか

り覚える。しか し、その知識をもって現場で訓練 し、いろいろな内容と連携 して知恵になるわけで

す。知識と知恵を整理 して、指導 していく教育者になつていくのです。その面で、毎 日が学びであ

り、そ して他者へ教えていくというすばらしい仕事であるという介護の仕事の位置付けを高 くしな

いといけないだろうと思つています。その面では、先ほど申しま した質の高いサー ビスのプロセス

と、そこに伴う介護の人材の教育のプロセスを連動させるということで質を確保 していくべきだろ

うと思つています。                        .

それか ら、キ.ャ リアパスの件がよく議論されておりますけれども、キャリアパスについては、私

は看護の歴史の中で学ぶべき点が非常に多いのではないかと思い表す。看護の中で、専門的な資格

またはキャリアパスを構築 してこられた。そういつたことを踏まえながら、先輩に学ぶとした場合、

看護の中で形成されてきた歴史の中から学ぶ点は多いのではないかと思っています。

では、学ぶべき点の中で業務独占としての介護職というものをどのように位置付けるかというこ

とと、その資格のスキルとの業務バランスを議論 して、専門職としてのキャリアパス、その介護職

の収入と、介護報酬等の定義付けというものがなければ、介護職の業務独占としてやるべき成長ヘ

の起因、引つ張つている要因にはならないのではないかと思います。

あと、職員の部分ですが、産業としてこの部分というのは非常に必要なのですがこ大切なのは、

人を集め、人がサービスをするので、組織をマネジメン トする管理職、及びマネジメン ト体制につ

いての教育、その人材に対するところの育成が急務だと思つています。いっぱい人が入って、いつ

ばいやめてしまう、ここに最大のロスがあるわけですので、やめさせないということでは、管理者

の組織の形成ができるように、経営母体だけに支援できるのか、そういつたところヘー定の社会的

支援も必要であろうかと思います。

あと、量の問題ですけれども、今日の資料の中にありましたが、訪間介護の仕事は非常勤が非常

に多いということは、これは在宅でいらっしゃる方々に同じ時間に 10人 行けというときに、常勤

者でできないという課題があつて多くなっているのも事実です。そう′ならば、今後、私は介護とい

うのは常勤で、天職としてこの仕事をしつかりや りたい、育てていきたいと思つています。また、

介護の仕事と介護職の専門の職種のあるべきところの、量は増えてきますので、介護の専門がやる

べきところと、介護の専門を指導・育成 してできる新たなサービス人材の確保と育成をしないと、

この求められる介護の量に対 して足らないのではないか。

すなわち、職員を雇用 し続けるためには、介護の中の仕事を、多様性のものを分類 し、技術の専

門性、または管理の指導性、他者との連携性の中で仕事と量に対応する専門性を整理すべきである

と思つています。結果として、事業者として、経営の継続性が しつかできて雇用確保ができる。そ

して、そこで成長 して、自分は天職として、生涯 ともこの仕事ができるという経営の安定性と継続
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性、職員の雇用というところをあわせて整理 していただきたいと思います。以上です。

○駒村委員長 樋口委員、お願いいたします。

○樋口委員 私たち高齢社会をよくする女性の会は、発足当時は勿論、介護保険設立当時も、どち

らかというと家族介護者、嫁の立場でございましたけれども、あっという間にみんな年をとりま し

て、今やまさに利用者本人世代の多い会になつてま・いりました。

介護保険も、設立当初はともかくこの十年の間に高齢者の量も質も変わつてまいりました。これ

か らは介護保険におきま しても介護全体においても、当事者の発言、当事者の思いというものがも

う少 しは つき り可視化 された形で提言 されることが必要だ と思いますので、私は今回はいろいろな

議論があ り得ると思います けれ ども、最終的にはエン ドユーザーである利用者高齢当事者、プラス

家族 という視点か らお話 し申 し上げたいと思 つてお ります。

私は、この前のあ り方検討委員会 とか 500時間基礎研修にも参加 させていただきま して、こち ら

は 500時 間基礎研修で議論 していたつも りなのに、いつの間にか 600時 間になつて、その うち 280

時間が どうとかで、私たちの報告書 を離れた段階か ら非常に複雑系にわか りに くくなつている。私

は、河原委員のように、今 の 2級を積み重ねればいいではないか とか、500時 間、600時 間が要 ら

ないとは全 く申 しません けれ ども、研修制度 ももう少 しシンプルに、わか りやす く、そ して今まで

得た研修は、一定の既得権 と して、その上に積み重ねることができるような制度に して欲 しいと願

っています。介護保険そのものが非常に複雑系、オタク型になって しまつていますけれ ども、研修

制度も余 り複雑系にせずに、わか りやす く、質の高い、かつシンプルなものに是非 していただきた

いと思 つてお ります。

今日は、資料をいろいろ拝見しておりまして、さきほど是枝委員もおつしゃいましたけれども、

こんなに待遇が悪いとか続かないとか言われていながら、介護従事者の方の悩みは何かといつたら、

自分の介護が果たしてこれでいいのだろうか。そして、何よりも望みは、もっとよい介護ができる

ようにきちんと研修を受けたい。これらが最高の値を示 していることに心から感動 し、介護の世界

は決 して捨てたものではない。こんなけなげな思いを持つている人たちにこたえるような制度をつ

くらなければと、つくづ く思つた次第でございます。

私たち高齢社会をよくする女性の会は、小さな会でございます けれ ども、2年前 コムス ン問題で

露呈 された介護従事者の待遇の悪 さ、継続性の低 さに実は腰 を抜か しま して、介護する人がいな く

なつた ら介護もあ り得ないということで提言活動 をすすめた ことが、最終的に介護人材の確保 と処

遇改善に関する法律までつなが つて、今、介護の方に国民的関心が向いていることを一つの誇 りと

し、また少 しほ つといた してお ります。

このケアの世界 というのは、余 り希望が持てないという、ち ょつとつ らいお話もございま したけ

れ ども、私 自身は全体 と して見て成長産業だ と思 つてお ります。この部分に国は力を注 ぐべ きであ

り、いろいろな世界でワーク・ライフ・バランス と言いますけれ ども、これか らはワーク・ライフ・

アン ド●ケア・バランス と言 つていいのではないか。ライフとい う中にケアは包含されていま した

けれども、保育を含めて、あるいは幼い時期の教育を含めていいと思いますけれども、人が人に対

するサービス、人が人にとって最もよい状況をつくるためのサービスというものはケアという概念
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